
令和４年度　事業評価シート

基本情報

事業実績

対象者数・
交付件数など

設置灯数 3,037灯 3,001灯 3,348灯

124,384 -

事業費
（単位：千円）

当初予算額 130,000 120,000 160,413 122,945

うち一般財源 130,000 120,000 160,413 122,945

決算（見込）額 113,376 118,741

令和元年度 令和２年度 令和３年度

事業概要
（誰に、何を、どうするの
か）

防犯灯の交換・新設をした町会・自治会に対し、防犯灯設置費補助金を交付することにより、
LED化の促進・市民生活安全の向上及び町会・自治会の自主防犯意識の高揚を図り、もって市
民生活の安全に資する。

実施背景
（事業を実施することになっ
た背景・要因）

本補助金は、昭和44年4月1日に犯罪の防止を図るために設置した防犯施設について、その工
事費の一部を補助することで、団体の自主防犯意識の高揚を図り、もって市民生活の安全に資
することを目的とし開始されたものになります。

令和４年度

事業内容

対象者 内容（要件・単価・限度額・サービス内容など）

防犯灯を設置する町会・自治会

防犯灯を設置する町会・自治会に対し、防犯灯の設置費用
を補助することにより、町会・自治会の自主防犯意識の向
上及び市民の生活の安全に資することを目的とする。
（1）防犯灯設置費等補助金
・LED防犯灯に対する補助（工事費用の9/10、ただし下記
の額を限度額とする）
灯具のみ　　　　　45,000円
灯具及び鉄柱　　73,800円
・鉄柱に対する補助（工事費用の8/10、ただし下記の額を
限度額とする）
鉄柱のみ　　　　　25,600円
（2）防犯灯設置費特別補助金（工事費用の全額、限度額
なし）

これまでの経緯
（対象者・要件・限度額、
サービス内容などの制度
の変遷）

昭和44年～　事業を実施。（補助額1,000円/1灯）
昭和45年～　補助額1,100円に引き上げ
昭和46年～　東電柱3,000円、鉄柱6,000円
昭和53年～　東電柱6,390円、鉄柱11,480円
昭和54年～　工事費×1/2　限度額：東電柱22,000円、鉄柱38,000円
　　　　　　　　 特別設置：東電柱35,200円、鉄柱60,800円
昭和57年～　補助率8/10に引き上げ（限度額：東電柱35,200円、鉄柱60,800円）
　　　　　　　　 特別設置限度額：44,000円、鉄柱76,000円
昭和58年～　特別設置の限度額の撤廃。
昭和59年～　補助対象の防犯灯に特例として「市長が必要と認める定額灯」を追加。
平成26年～　(LED防犯灯)補助率9/10、限度額：灯具のみ45,000円、灯具及び鉄柱73,800
円
　　　　　　　　 （LED以外）限度額引き上げ　灯具のみ35,200円、灯具及び鉄柱60,800円、鉄
柱のみ25,600円
平成29年～　LED以外の補助率80％を廃止。

事業名称 防犯施設設置費補助金

所属名 自治振興課

事業目的
（実現・達成したいこと）

防犯灯LED化の促進、市民生活安全の向上及び町会・自治会の自主防犯意識の高揚

実施根拠
（条例・規則・要綱等）

船橋市防犯灯設置費等補助金交付規則

事業開始年月日 昭和44年4月1日 最終制度改正年月日 令和4年4月1日



交付税、国・県補助の有無

業務量

※ 職員1人の労働力＝1人工。当該事業の人工を記載。複数人が携わっている場合は、それぞれの人工を合計。

【記載例】従事者数：2人、労働力の割合がそれぞれ3割の場合 ⇒ 合計0.6人工（0.3人工＋0.3人工）

人工 0.0 人工

従事者数 2 人 2 人 0 人 0 人

繁忙期 通年

業務頻度
（年1回・月1回など）

月3、4回の支払い事務、不定期の現地調査

人工

常勤職員 会計年度任用職員 再任用（フル） 再任用（短）

人工 2.0 人工 1.0 人工 0.0

国・県補助 なし

(国・県補助への）

上乗せ・横出し
なし

有無 （ありの場合）名称・内容

交付税措置 なし



評価結果

（１）一次評価（自主点検）で明らかとなった課題、今後の方向性（改善のアイデア）

項目 課題 今後の方向性

1 管理方法

・町会・自治会から防犯灯の管理が事務的にも財

政的にも負担となっており、市での管理を希望する

声もある。

・また、実際に管理を市で行い、業務委託している

市もある。

・しかし、地域の実情を把握している町会・自治会

が防犯灯の設置を行うことにより、市民の自主防

犯意識の向上などにつながっていることから、市で防

犯灯を管理することで、地域の自主防犯組織力が

低下し、町会・自治会加入率の低下をさらに招くリ

スクもある。

・なお、防犯灯の市への移管及びリース化等の業

務委託化を行う場合、費用は現状より増加する可

能性が高い。

令和5年度末に防犯灯のLED化がおおよそ完了す

る見込みのため、今後、町会・自治会が所有する

防犯灯の管理方法について、他市等の事例も参

考にしつつ、方向性を検討する。

その際、自連協の意見を適切なタイミングで確認す

る。

2

3

4

（２）追加で整理した課題、今後の方向性（改善のアイデア）

項目 課題 今後の方向性

1 管理方法

・今後も町会・自治会の役員・運営の担い手不足

が進む中で、防犯灯を管理することができない町

会・自治会が増加する可能性がある。

・防犯灯のLED化がおおよそ完了する令和5年度

末を目途に市管理への移行も含め検討を行うこと

としているが、現状ではそれぞれの防犯灯の規格が

異なり、市管理へ移行する場合にも、その時期の

設定が難しい。

町会・自治会が所有している防犯灯の管理方法

について、令和6年度までに必要な課題や管理方

法を検討し、方向性を決める。

2

3

4

所属名

事業名称

自治振興課

防犯施設設置費補助金



取組状況

※令和４年度評価結果に対する各年度の取組状況を記載しています

状況 令和5年度状況 令和6年度状況 令和7年度状況

1 管理方法
継

続

中核市照会や近隣市へのヒアリ

ング、訪問など他市の取り組み

について調査を行い、防犯灯の

管理方法の検討を行った。

中核市では船橋市と同様に市

が補助金を交付する方法が多

かったものの、近隣市では「市に

よる管理」が増加しつつある状

況を確認した。

- -

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

所属名 自治振興課

事業名称 防犯施設設置費補助金

項目


